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自己紹介

山田 文乃（やまだ あやの） 大阪生まれ大阪育ち

◆ 大阪市教育公務員生活 23年間 7校で勤務
・ 小学校教員 海遊館・USJ・通天閣・黒門市場・ミナミ・・
・ 在外教育施設 スラバヤ日本人学校
・ 大阪市小学校教育研究会 国際理解教育部
・ 日本語指導加配校での日本語指導
・ 大阪市多文化共生教育相談ルーム
・ 大阪市教育委員会指導部 人権・国際理解教育 指導主事

◆ NPO法人IKUNO・多文化ふらっと 外国につながる若者支援事業
◆ 立命館大学産業社会学部 初等教職課程支援担当嘱託講師

◆ 社会福祉士/日本語教育能力検定試験合格

学校教育

教育行政

社会教育



「大阪における外国につながる子ども・若者へのことばの教育実践」

1． 大阪市のニューカマーへの日本語指導
その制度的枠組と支援の流れ



大阪市の義務教育段階における日本語指導推進の根拠

大阪市教育委員会事務局
「外国につながる児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業」

「帰国・来日する児童生徒数が増加するとともに多国籍化するなかで、外
国につながる児童生徒に対して、日本語指導及び適応指導並びに、母語・
母文化を保障するための取組を行うとともに、多様な価値観や文化をもつ
子ども同士が相互に高め合う多文化共生教育を推進」する事業

日本語指導の保障
3つの柱 母語・母文化の保障

多文化共生教育の推進



支援フローチャート

子どもの学年及び在籍校により、
受けることができる日本語指導の
場所・期間・指導内容が異なる。



日本の学校文化になじみがなく
日本語によるコミュニケーション
に課題を抱える子どもがいる家
庭に対して、今後の日本語指導
も含めた学校教育の方針につい
て話し合う。

対象：保護者、児童生徒、
在籍校管理職・教職員、
指導主事、通訳等

場所：在籍校内

初期面談対応



対象：小1～中3の児童生徒
回数：一日5単位時間

連続10日間
合計50単位時間

場所：共生支援拠点
（各教育ブロックに1つ）

担当：プレクラス日本語指導
員/プレクラス母語支援員

※通級方法等、保護者の同
意を得て、入級を決定。

プレクラスの実施



日本語指導について専門的な
知識・経験をもつ「日本語指導
協力者」が支援を行う。

対象：小1～小3の児童
回数：週2回

全２5単位時間
場所：在籍校
担当：日本語指導協力者と

在籍校教員によるTT

日本語指導協力者による支援



日本語指導が必要な児童生
徒が通級し、日本語指導を受
ける。通常の学校内に併設。

対象：小４～中3の児童生徒
回数：週１回 2時間程度

N5習得レベルまで
場所：日本語指導

教育センター校
担当：センター校担当教員

小学校8校 中学校8校

日本語指導教育センター校



日本語指導の必要な児童生
徒が概ね10名以上在籍する
学校に、自校内で日本語指導
ができるよう加配教員を配置
し、指導に当たる。

対象：加配校の在籍児童生徒
回数：学校による
場所：校内の教室

取り出し及び入り込み
担当：加配教員

小学校８校 中学校3校

日本語指導加配教員配置校



初期日本語指導が一定修了した
児童生徒を対象に、教科学習に
おける理解を促進するため、学習
言語能力の向上をめざす。

対象：小5～中３の児童生徒
回数：1回2時間 週2回

最大年間30回
場所：在籍校の教室

取り出し及び入り込み
担当：JSLカリキュラム日本語

指導員及び教科におけ
る母語支援員

JSLカリキュラム/教科における支援



「大阪における外国につながる子ども・若者へのことばの教育実践」

2． 大阪市の外国につながる子どもへの
「母語」保障の歴史的変遷と現状



在日コリアンの民族学級設立からの変遷

戦前 同化教育・協和教育

1948年 阪神教育闘争と民族学級の設置 （覚書）

１９６０年代 空白の１０年

1964年 大阪市外国人子弟教育研究協議会（市外協／教） 発足

1971年 差別事象発生 （→72年 再生市外協／教）

1972年 長橋小学校の取組 ムラの子だけでなく・・・ 民族学級の設置（７２年型）

1990年代 民族教育の制度化 （民族クラブ）

帰国・来日の子供のための教育施策 開始

日本語指導センター校の設置、日本語指導協力者の派遣、通訳者派遣

２０００年代 「在日外国人教育基本方針」（０１）

国際理解教育・多文化共生教育への接続



民族学級・民族クラブ・国際クラブ等の現状 （各校）

国際クラブ

覚書による」民族学級

「７２年型」民族学級

民族クラブ

国際理解クラブ

１９７２年に長橋小学校等において
同和教育の進展と共に子どもの要望から設置

９０年以降の施策により設置

韓国・朝鮮以外につながりをもつ子ども対象



母語保持の取り組みとしての母語教室 （ルーツ別）

母語を保持・伸長する機会である母語教室を、センター校の担当者が中
心となって企画、運営、実施している。母語支援員が講師として関わり、同
じ言語を母語とする生徒が集うことで、アイデンティティの確立に寄与でき
る役割を果たしている。

母語教室の設置

・母語で、母国の文化を学習する場。
・ありのままの自分を出せる居場所としての機能。
・先輩や仲間との出会いの場

⇒ワールドトーク（多文化スピーチ） 中国語弁論大会
⇒母語作文指導 面接練習



子どもの「母語」保障としてのことばの教育

・ 教育課程外での母語・母文化の保持・伸長の取り組み
子どものエンパワメント

・ 在日コリアンへの教育を礎とし、ニューカマーも対象として発展

・ ソンセンニン（民族講師）やそれぞれの言葉や文化を教える
講師と在日外国人教育担当（外担）による協働



「大阪における外国につながる子ども・若者へのことばの教育実践」

3． プレクラスの学習内容に見られる
ことばの教育をめぐる連接



50時間の内訳（小学校低学年用）

学校生活指導 13時間

教科につながる指導 10時間

日本語指導 14時間 （話す・聞く）

（サバイバル日本語）

日本語文字指導 10時間 （書く・読む）

（ひらがな清音）

その他 3時間

プレクラスの指導計画は3種類
（小低・小高・中学）



[日]日本語文字指導

基本的な学校生活に必要な知

識を自文化と比較しながら
学ぶ。（13時間）

[学]学校生活指導
主に教科学習で道具を使用す

る際の使用方法、及び算数・数

学の用語等（10時間）

[教]教科につながる指導

簡単なあいさつや応答表現を

中心としたサバイバル日本語。

話す・聞く活動（14時間）

ひらがなの清音の読み書き

数の読み

（10時間）

日 日
文字

教学

[日]日本語指導

プレクラスでの学習内容 50時間内訳



学校生活指導 13時間の内訳 一部

・日本の学校ってどんなところ？ 学校の1年間を知る

・日本の学校生活を知ろう！ 学校の一日、きまり

・みんなで遊ぼう じゃんけんの仕方やドッチボールのルール

・給食・はみがきについてしろう ・掃除をしよう

・日直、係活動って何？

・学校で着替えます 体操服、給食着、水着など

・学校と家庭の連絡方法 連絡帳の書き方

→母語の支援を得て自文化に誇りをもちながら、
時には保護者を巻き込み、日本の学校への理解を深める



「プレクラス」の学習内容に見られる連接

・ 限られた予算 時間 人員で何をどこまでするのか？

「ことば」の教育と共に重視した視点 個の経験・文化の尊重

→母語の支援を得て自文化に誇りをもちながら、学びを進める

教育行政



「大阪における外国につながる子ども・若者へのことばの教育実践」

4. オールドカマーとニューカマーの
ことばの教育の連接から見えるもの



ニューカマーへのことばの教育（日本語指導）

小学校低学年 「日本語指導協力者による支援」への入り込み

大阪市「加配教員配置校」での小学生への日本語指導

・ オールドカマーの教育への教師の関わりとの差異
・ 教師としての経験による手探りの授業
・ 社会的包摂の前提条件としての「日本語指導」の捉え

学校教育



ニューカマーへのことばの教育（母語保障）

「ことば」の教育と共に重視した視点
「子どもの自文化」の尊重とエンパワメント

・ 多くの大人が関わる中で
子どもを取り巻く大人自身の「自文化のこだわり」
・ アイデンティティ、エスニシティの醸成、エンパワメントに欠かせ
ない自文化に「向き合わせる」パターナリズム

・ 歴史的背景を踏まえた、ルーツ・文化の扱いの温度感の差異

教育行政学校教育



社会教育 IKUNO・多文化ふらっとでの活動から

外国につながる若者のエンパワメントをめざす「エンパシード」3年目

目的：学校や地域・世代を超えて、かれらの横のつながりを創る場を
提供し、かれら自身の強みの活かし方を共に考える。

・・・「ことば」（思い・考え・発想・・・）を大切にする

・ 学校外で集まることの困難さはどこから？
・ そもそものニーズ 「外国につながる」でカテゴライズすること

地域支援



「ことばの教育」の連接から見えるもの

ことばの教育は、ことばを習得することと同時に、その過程において
「子どもの自文化」である「ちがい」を尊重し、エンパワメントすること
を重視していた。

⇒一人ひとり背景や価値観が異なる当事者の声に耳を傾ける
⇒子どもを取り巻く大人が日常的にロールモデルとして
⇒マイノリティの包摂はマジョリティの変容から
⇒マジョリティへの教育があってこその社会的包摂
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